
日常生活における賠償事故を補償します。



保険⾦をお⽀払いする場合

補償を受けられる⽅が、国内外での以下のような事故により、他⼈を死亡・ケガさせたり、他⼈の財物を壊して法律
上の損害賠償責任を負う場合に、１事故について保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
・日常生活に起因する偶然な事故
・記名被保険者が居住に使⽤する住宅の所有、使⽤または管理に起因する偶然な事故

① 記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子＊1
⑤ ①が未成年者または責任無能⼒者である場合は、①の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者
    に代わって①を監督する⽅
⑥ ②から④までのいずれかに該当する⽅が責任無能⼒者である場合は、その⽅の親権者、その他の法定の監督義
    務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する⽅

補償を受けられる⽅

1事故については１億円です。
※免責⾦額（⾃⼰負担額）はありません。保険⾦額

保険⾦をお⽀払い
しない主な場合

●ご契約者、補償を受けられる⽅等の故意によって生じた損害（その⽅が損害賠償責任を負担する部分）
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●戦争、外国の武⼒⾏使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
●航空機、船舶、⾞両（ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。）または銃器の所有、使⽤または管理に起
   因する損害賠償責任によって補償を受けられる⽅が被った損害
●借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償を受けられる⽅が被った損害
●第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の
   損害  等

●相手⽅が東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合
●補償を受けられる⽅に損害賠償責任がない場合
●相手⽅へ損害賠償請求を⾏う場合
●事故が国外で生じた場合 等

相手⽅への損害賠償に関する示談交渉は、原則として東京海上日動が⾏います。

      右記の場合は、
      示談交渉できません。

示談交渉

記名被保険者またはそのご家族＊2が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、複数ご契約すると
補償が重複します。
※火災保険、⾃動⾞保険、傷害保険等他の保険商品でも同様に補償される特約等があります。あわせてご確認ください。

補償の重複に関する
ご注意

＊1 これまでに⼀度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。
＊2 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子＊1をいいます。
※上記の内容は個⼈賠償責任補償の概要を記載したものです。詳しくは「ご契約のしおり(約款）」をご⽤意しておりますので、必要に応じて、代理店または
 東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」はホームページでもご確認いただけます。）。
 ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

補償の開始日

コンシェルジュ・クラブにご入会いただいた日の翌々月からの補償開始となります。

■スケジュール例

10月

※必ず右記の証券番号をお申し出ください。

11月 12月

1日 31日 1日

ご入会 補償開始準備期間 補償開始

問い合わせ先

取扱代理店

（株）ＴＯＫＡＩ保険事業部
〒420-0034 静岡市葵区常磐町２－６－８

ＴＥＬ ０１２０－２３９－２３７

（受付時間：平日の午前９時から午後５時まで）

引受保険会社

東京海上日動火災保険（株）担当課 静岡⽀店営業課
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町１７番１ 葵タワー１３階

ＴＥＬ ０５４－２５４－０２８１

（受付時間：平日の午前９時から午後５時まで）

証券番号

Ｙ１２５２５０５２０

個人賠償責任補償


